




◇発生日時：2019年11月8日(金) 午後1時50分頃

◇被災者：道路工 35歳（所属2次） 経験16年

（土砂崩壊）掘削底に降りた時に、法面が崩れて、胸元まで埋まった

【発生状況】
浸透トレンチ布設の掘削作業中、掘削底（深さ 約2.2ｍ）で地中障害の確認をしている際に、法面が崩れ
て、胸元まで埋まった。（肋骨骨折、他）（休業見込日数 60日）

掘削底に降りたルート
（点線矢印）

（別紙１）



（別紙２） 

 

【労働安全衛生規則（安衛則）】 

 

第 359条（地山の掘削作業主任者の選任） 

事業者は，令第６条第９号の作業については，地山の掘削及び土止め支保工

作業主任者技能講習を修了した者のうちから，地山の掘削作業主任者を選任し

なければならない。 

 （令第６条第９号の作業 掘削面の高さが２ｍ以上となる地山の掘削の作業） 

 

第 360条（地山の掘削作業主任者の職務） 

事業者は，地山の掘削作業主任者に，次の事項を行わせなければならない。 

一 作業の方法を決定し，作業を直接指揮すること。 

二 器具及び工具を点検し，不良品を取り除くこと。 

三 要求性能墜落制止用器具等及び保護帽の使用状況を監視すること。 

 

第 361条（地山の崩壊等による危険の防止） 

事業者は，明り掘削の作業を行なう場合において，地山の崩壊又は土石の落

下により労働者に危険を及ぼすおそれのあるときは，あらかじめ，土止め支保

工を設け，防護網を張り，労働者の立入りを禁止する等当該危険を防止するた

めの措置を講じなければならない。 
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